
GX ZEHの構成要素
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GX ZEHの具体的イメージ図

① 断熱性能の大幅強化
住宅の“外皮性能”（壁・窓などの断熱性能）として、断熱等性能等級6を満たすことが条件

② 省エネ設備の高度化
再エネを除く一次エネルギー消費量を35％以上削減する

③ 再エネの導入と自家消費の拡大

太陽光発電はほぼ前提。作った電気をなるべく自宅で使うため、
蓄電池の導入（GX ZEH Oriented以外で必須）が必須。

④ エネルギーマネジメントの必須化
HEMSで発電・消費・蓄電の状況を把握し、賢く制御することが必須。

GX ZEH（ジーエックス・ゼッチ）/GX ZEH-M（ジーエックス・ゼッチ・エム）は、国が「グリーントランスフォーメーション(GX)」を進める中で、従来
のZEH/ZEH-Mを進化させた次世代型の省エネ住宅基準です。
GX ZEH/GX ZEH-Mは、再生可能エネルギーを最大限活かしながら、住宅そのものを「エネルギーを賢く使い・つくり・ためる」仕組みへ進化
させた基準です。断熱性、省エネ性、再エネ利用、蓄電池、HEMSを組み合わせることで、日常生活の快適性を保ちつつ、家庭のエネルギー
収支をゼロまたはマイナスに近づける住宅を実現します。

GX ZEH/GX ZEH-Mは、今後の社会・エネルギー構造の変化を見据えて、以下の点で強化されています。



［別表］ GX ZEHシリーズの定義

※１ 再生可能エネルギーの対象は敷地内（オンサイト）に限定し、自家消費分に加え、売電分も対象に含める。（ただし余剰売電分に限る。）
※２ 一次エネルギー消費量の計算は、住戸部分は住宅計算法（暖冷房、換気、給湯、照明（その他の一次エネルギー消費量は除く））、共用部は非住宅計算法（暖冷房、換気、給湯、照明、昇降機（その他の一次エネルギー消費量は除く））とする。
※３ 「太陽光発電設備による発電量」、「コージェネレーション設備の発電量のうち売電分」を除く。

※４ エネルギーに係る設備については、所有者を問わず当該住宅の敷地内に設置されるものとする。
※５ 高度ネルギーマネジメント：

・エネルギー計測装置（HEMS）により、太陽光発電設備等の発電量を把握した上で、住宅内の冷暖房設備、給湯設備等を制御可能であること。
・一般社団法人エコーネットコンソーシアムが定める「ECHONET Lite」規格の認証登録番号を取得しているコントローラかつ、導入する計測対象の機器要件となる ECHONET Lite AIF 認証を全て取得していること。また、冷暖房設備及び給湯設備等

（蓄電システム、燃料電池、充電設備または充放電設備を設置する場合には、これらの設備を含む）について、「APPENDIX ECHONET詳細規定のReleaseバージョン」に記載のReleaseバージョン以上の機器を設置すること。

・HEMSについて、以下の要件を全て満たすこと。
①ＨＥＭＳの機器要件 ②ＨＥＭＳコントローラの設定要件 ③計測ポイントの要件 ④計測データの要件 ⑤相互接続性における制御の要件 ⑥ＡＩＦ認証の要件と、これに代わる相互接続性自己確認の要件

出典：ZEH・ZEH-M委員会 2025年5月
ZEH・ZEH-Mの普及促進に向けた今後の検討の方向性について



［別表］ GX ZEHシリーズの定義

※１ ❶住棟または住宅用途部分と❷住戸のＺＥＨ評価は、独立して行うものとする。

※２ 一次エネルギー消費量の計算は、住戸部分は住宅計算法（暖冷房、換気、給湯、照明（その他の一次エネルギー消費量は除く））、共用部は非住宅計算法（暖冷房、換気、給湯、照明、昇降機（その他の一次エネルギー消費量は除く））とする。
※３ 再生可能エネルギーの対象は敷地内（オンサイト）に限定し、自家消費分に加え、売電分も対象に含める。（ただし余剰売電分に限る。）
※４ 「太陽光発電設備による発電量」、「コージェネレーション設備の発電量のうち売電分」を除く。

【例外規定】
住棟または住宅用途部分において、最長2030年までの時限的な例外規定として、角住戸等（天井（屋根）・床・壁・開口部等の外皮が外気等（住戸専有部以外の用途を含む（駐輪場や駐車場等の温度差係数0.7の室））に３面（１面あたり

2/3以上が外気等に面していること）以上面している住戸）に限り断熱等性能等級５以上とすることを認める。ただし、その場合にあっては、全住戸の外皮平均熱貫流率（UA値）の平均値が断熱等性能等級６の基準値を満たすことを条件とする。
また、断熱等性能等級６以上を満たしていない住戸については、販売主から購入者に対してその旨を説明すること。なお、全住戸の外皮平均熱貫流率（UA 値）の平均値は各住戸の面積を考慮した加重平均値とする。

出典：ZEH・ZEH-M委員会 2025年5月
ZEH・ZEH-Mの普及促進に向けた今後の検討の方向性について


